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電子計算機の結合による個人情報の提供について（答申第９号）

平成２５年１月２４日付け２４豊建指第１１５号にて諮問のあった案件について、

下記のとおり答申する。

記

建築行政共有データベースシステムを導入するに当たり、電子計算機の結合によ

り一般財団法人建築行政情報センターに個人情報（氏名、住所、電話番号、資格、

地名地番、許可・認定等、指導・審査・処分内容）を提供することについて、公益

上の必要があり、かつ、個人の権利利益が害されないよう必要な措置が講じられて

いると認められる。よって、電子計算機の結合により一般財団法人建築行政情報セ

ンターに当該個人情報を提供することは妥当である。


